
広陵町創業促進補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、町内における創業を促進し、事業の創出によ

る地域経済の活性化を図るため、その創業に要する経費の一部に

対し、予算の範囲内において広陵町創業促進補助金（以下「補助

金」という。）を交付することについて、広陵町補助金交付規則

（平成１３年６月広陵町規則第３号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第

２条第１項第１号から第４号までに規定するものをいう。

(2) 小規模企業 中小企業基本法第２条第５項に規定するものを

いう。

(3) 新たに創業を行う者 日本国内に居住する個人又は内国法人

であって、別に定める補助金の募集を開始する日から翌年２月

末日までに町内で新たに中小企業又は小規模企業の設立又は開

業を行うものをいう。

(4) 認定特定創業支援等事業者 産業競争力強化法（平成２５年

法律第９８号）に基づく本町の創業支援等事業計画における特

定創業支援事業を受け、証明書を発行された事業者をいう。

（補助対象者）

第３条 補助を受けることができる者（以下「補助対象者」という｡)

は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 新たに創業を行う者であること。



(2) 町内の消費需要や雇用を支える事業を興す者であること。

(3) 町税等を滞納していない者であること。

(4) 認定特定創業支援等事業者であること。

（補助対象事業）

第４条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 既存技術の転用又は隠れた価値の発掘（新技術、設計・デザ

イン、アイデアの活用等を含む。）により、新たなビジネスモ

デルを構築する事業であること。

(2) 銀行、信用金庫、政府系金融機関その他の金融機関からの外

部資金による調達が見込まれる事業であること。

（3) 地域の需要や雇用を支える事業であること。

（補助対象経費）

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は、補助事業の実施に要する人件費、店舗等借入費、設備費及び

広報費とする。ただし、補助対象経費について国又は県の補助金

の交付を受けているもの又は受ける予定のあるものについては、

補助の対象としない。

２ 補助対象経費は、補助事業の実施期間（第９条第１項の交付決

定の日から町長が認める日までの期間をいう。）内において発生

した経費とする。

（補助額）

第６条 補助金の額は、前条に規定する経費（消費税額及び地方消

費税額を除く。）に１００分の５０を乗じて得た額（１，０００

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、１補助

対象者につき３０万円を上限とする。

２ 補助金の交付は、１補助対象者につき年度当たり１回限りとす



る。

（事業計画書等の提出）

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、事業計画書その他必

要書類（以下「事業計画書等」という。）を募集期間内に町長に

提出しなければならない。

２ 前項の事業計画書等の提出に当たっては、消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の

規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及

び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定によ

る地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて

得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減

額して提出しなければならない。ただし、提出時において消費税

等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

３ 町長は、事業計画書等の提出があったときは、別に定める基準

によりその内容を審査し、広陵町商工会その他関係団体と協議の

上、補助事業の採択の適否を決定するものとする。

４ 町長は、前項の審査等の結果、採択の場合は補助事業採択通知

書（様式第１号）により、不採択の場合は補助事業不採択通知書

（様式第２号）により通知するものとする。

（交付申請）

第８条 前条第４項の規定により、補助事業採択通知書を受けた者

であって補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」と

いう｡)は、町長が定める期日までに広陵町創業促進補助金交付申

請書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。この場合

において、当該期日までに補助金交付申請書の提出がないときは、

町長は、補助事業の採択を取り消すものとする。



（補助金の交付決定）

第９条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったとき

は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、

速やかに補助金の交付決定を行い、広陵町創業促進補助金交付決

定通知書（様式第４号）を申請者に送付するものとする。

２ 町長は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができ

る。

（申請事項の変更及び承認）

第１０条 前条第１項の規定により交付の決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、その申請事項について変更が生じたと

きは、速やかに事業計画等変更申請書（様式第５号）その他必要

書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

２ 町長は、前項の申請内容を審査し、変更することが適当と認め

るときは、事業計画等変更決定通知書（様式第６号）により、そ

の旨を交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び実地検査)

第１１条 交付決定者は事業の完了後、速やかに、広陵町創業促進

補助金実績報告書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて、

町長に報告しなければならない。

(1)領収書の写し等支払を確認できる書類

(2)その他町長が必要と認める書類

２ 町長は、前項の報告があったときは、必要に応じて担当職員に

実地調査を行わせることができる。

（補助金の額の確定）

第１２条 町長は前条の報告があったときは、交付すべき補助金の

額を確定し、広陵町創業促進補助金確定通知書（様式第８号）に

より交付決定者に通知するものとする。



（補助金の請求及び交付）

第１３条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、

広陵町創業促進補助金交付請求書（様式第９号）により、町長に

請求しなければならない。

２ 町長は、前項の請求があった場合は、当該請求者に対して補助

金を交付するものとする。

（交付決定取消し）

第１４条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したと

き。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受け

ようとしたとき。

(3) 交付決定後２年以内に事業を廃止し、又は町内での操業を取

り止めたとき。

（補助金の返還）

第１５条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、補助

金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部

又は一部を返還させるものとする。

（状況の報告）

第１６条 補助金の交付を受けた中小企業及び小規模企業は、補助

事業について、町長から求めがあったときは、速やかに状況を報

告しなければならない。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について

必要な事項は、町長が定める。

附 則



この要綱は、告示の日から施行する。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。


